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報告を求めるかかりつけ医機能の内容

第７回 かかりつけ医機能が発揮
される制度の施行に関する分科会
令 和 ６ 年 ７ 月 ５ 日

資料１



(1) １号機能 「継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能」の有無及びその内容

＜具体的な機能＞
・ 継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療を行うとともに、継続的な医療を要する者に対する日常的な診療において、患者の生活背景を
把握し、適切な診療及び保健指導を行い、自己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と協力して解決策を提供する機能
※ 平成25年８月の日本医師会・四病院団体協議会合同提言「かかりつけ医は、日常行う診療においては、患者の生活背景を把握し、適切な診療及び保健指導を行い、自己の専門性を超えて診療
や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と協力して解決策を提供する。」

＜当該機能に係る報告事項＞

＜上記以外の報告事項＞
① 医師数、外来の看護師数、専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了看護師数
② かかりつけ医機能に関する研修の修了者数、総合診療専門医数
③ 全国医療情報プラットフォームに参加・活用する体制※４を有していること

※４ オンライン資格確認を行う体制、オンライン資格確認等システムの活用により診療情報等を診察室等で閲覧・活用できる体制、電子処方箋により処方箋を発行できる体制、電子カルテ情報共
有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制

④ 全国医療情報プラットフォームの参加・活用状況、服薬の一元管理の実施状況

報告を求めるかかりつけ医機能の内容（案）①
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① 「具体的な機能」を有すること及び「報告事項」について院内掲示により公表していること

②

③

→ ①～③のいずれも「可」の報告の場合は「１号機能を有する医療機関」として、２号機能の報告を行う。

案１ 案２ 案３

かかりつけ医機能に関する研修※１の修了者がいる
こと 又は 総合診療専門医がいること

・ 研修充実に取り組み、必要な研修修了者数の確
保を行う必要があり、それまでの間※２、かかりつ
け医機能に関する研修の修了者の有無、総合診
療専門医の有無を報告すればよいこととする。

かかりつけ医機能に関する研修※１の修了者の有無、
総合診療専門医の有無 （有無を報告すれば可）

・ 改正医療法施行後５年を目途として、研修充実
の状況等を踏まえ、かかりつけ医機能に関する研
修の修了者がいること又は総合診療専門医がいる
ことを報告することについて改めて検討する。

かかりつけ医機能に関する研修※１の修了者の有無、
総合診療専門医の有無 （有無を報告すれば可）

案１ 案２ 案３ 案４

・ 35項目の症状※３ごとの一次診療の
対応可能の有無 、 いずれかの症状
について一次診療を行うことができる
こと

・ 35項目の症状※３ごとの患者からの
相談の対応可能の有無 、 いずれか
の症状について患者からの相談に応
じることができること

・ 17の診療領域※４ごとの一次診療の
対応可能の有無 、 いずれかの診療
領域について一次診療を行うことが
できること

・ 35項目の症状※３ごとの患者からの
相談の対応可能の有無 、 いずれか
の症状について患者からの相談に応
じることができること

・ 17の診療領域※４ごとの一次診療の
対応可能の有無 、 いずれかの診療
領域について一次診療を行うことが
できること （一次診療を行うことがで
きる疾患※５も報告する）

・ 医療に関する患者からの相談に応
じることができること（継続的な医療を
要する者への継続的な相談対応を含む）

・ 17の診療領域※４ごとの一次診療の
対応可能の有無 、 いずれかの診療
領域について一次診療を行うことが
できること

・ 医療に関する患者からの相談に応
じることができること

※１ かかりつけ医機能に関する研修の要件を設定して、該当する研修を示す
※２ 改正医療法施行後５年を目途として、研修充実の状況等を踏まえ、改めて検討する

※３ 「臨床研修の到達目標」（厚生労働省通知）における「経験すべき症状・病態・疾患」の「頻度の高い症状」（35項目）
全身倦怠感、不眠、食欲不振、体重減少・体重増加、浮腫、リンパ節腫脹、発疹、黄疸、発熱、頭痛、めまい、失神、けいれん発作、視力障害・視野狭窄、結膜の充血、聴覚障害、鼻
出血、嗄声、胸痛、動悸、呼吸困難、咳・痰、嘔気・嘔吐、胸やけ、嚥下困難、腹痛、便通異常（下痢、便秘）、腰痛、関節痛、歩行障害、四肢のしびれ、血尿、排尿障害（尿失禁・排尿困
難）、尿量異常、不安・抑うつ

※４ 皮膚・形成外科領域、神経・脳血管領域、精神科・神経科領域、眼領域、耳鼻咽喉領域、呼吸器領域、消化器系領域、肝・胆道・膵臓領域、循環器系領域、腎・泌尿器系領域、産科
領域、婦人科領域、乳腺領域、内分泌・代謝・栄養領域、血液・免疫系領域、筋・骨格系及び外傷領域、小児領域

※５ 報告できる疾患は、患者調査による推計外来患者数が多い傷病を基に検討して設定する



（例）一次診療に関する報告できる疾患案（40疾患）

出典：厚生労働省令和２年「患者調査」全国の推計外来患者数
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000032211984&fileKind=1

【上記例の設定の考え方】
・一次診療に関する報告できる疾患は、患者調査による推計外来患者数が多い傷病を基に検討して設定する。
・推計外来患者数が1.5万人以上の傷病を抽出。該当する傷病がない診療領域は最も推計外来患者数の多い傷病を追加。ICD-10中分類を
参考に類似する傷病を統合。
・XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用、その他の大分類の疾患、歯科系疾患は除く。

傷病名
推計外来患
者数（千人）

主な診療領域

高血圧 590.1 9. 循環器系

腰痛症 417.5 16. 筋・骨格系及び外傷

関節症（関節リウマチ、脱臼） 299.4 16. 筋・骨格系及び外傷

かぜ・感冒 230.3 6. 呼吸器、17.小児

皮膚の疾患 221.6 1.皮膚･形成外科､17.小児

糖尿病 210 14. 内分泌・代謝・栄養

外傷 199.1
16. 筋･骨格系及び外傷、
17.小児

脂質異常症 153.4 14. 内分泌・代謝・栄養

下痢・胃腸炎 124.9 7. 消化器系

慢性腎臓病 124.5 10. 腎・泌尿器系

がん 109.2 －

喘息・COPD 105.5 6. 呼吸器、17.小児

アレルギー性鼻炎 104.8 6. 呼吸器、17.小児

うつ（気分障害、躁うつ病） 91.4 3. 精神科・神経科

骨折 86.6 16. 筋・骨格系及び外傷

結膜炎・角膜炎・涙腺炎 65 4. 眼

白内障 64.4 4. 眼

緑内障 64.2 4. 眼

骨粗しょう症 62.9 16. 筋・骨格系及び外傷

不安・ストレス（神経症） 62.5 3. 精神科・神経科

認知症 59.2 2. 神経・脳血管

脳梗塞 51 2. 神経・脳血管

傷病名
推計外来患
者数（千人）

主な診療領域

統合失調症 50 3. 精神科・神経科

中耳炎・外耳炎 45.8 5. 耳鼻咽喉、17.小児

睡眠障害 41.9 3. 精神科・神経科

不整脈 41 9. 循環器系

近視・遠視・老眼 39.1 4. 眼、17.小児

前立腺肥大症 35.3 10. 腎・泌尿器系

狭心症 32.3 9. 循環器系

正常妊娠・産じょくの管理 27.9 11. 産科

心不全 24.8 9. 循環器系

便秘 24.2 7. 消化器系

頭痛（片頭痛） 19.9 2. 神経・脳血管

末梢神経障害 17.2 2. 神経・脳血管

難聴 17.1 5. 耳鼻咽喉

頚腕症候群 17 16. 筋・骨格系及び外傷

更年期障害 16.8 12. 婦人科

慢性肝炎（肝硬変、ウイルス性肝炎） 15.3 8. 肝・胆道・膵臓

貧血 12.3 15. 血液・免疫系

乳房の疾患 10.5 13. 乳腺
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※ 一次診療を行うことができるその他の疾患を報告できる記載欄を設ける。

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000032211984&fileKind=1


（例）一次診療に関する報告できる疾患案（40疾患）の内訳

出典：厚生労働省令和２年「患者調査」全国の推計外来患者数
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000032211984&fileKind=1

傷病名
推計外来
患者数

内訳の傷病名
推計外来
患者数

アレルギー性鼻炎 104.8 アレルギー性鼻炎 104.8
うつ（気分障害、躁うつ病） 91.4 気分［感情］障害（躁うつ病を含む） 91.4

骨折 86.6
その他の四肢の骨折 61.5
頚部，胸部及び骨盤の骨折（脊椎を含む） 25.1

結膜炎・角膜炎・涙腺炎 65
結膜炎 28.6
涙器の障害 23.4
角膜炎 13

白内障 64.4 白内障 64.4
緑内障 64.2 緑内障 64.2
骨粗しょう症 62.9 骨粗しょう症 62.9
不安・ストレス（神経症） 62.5 神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害 62.5

認知症 59.2
アルツハイマー病 45.4
血管性及び詳細不明の認知症 13.8

脳梗塞 51 脳梗塞 51
統合失調症 50 統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害 50

中耳炎・外耳炎 45.8
中耳炎 27.3
外耳炎 18.5

睡眠障害 41.9 睡眠障害 41.9
不整脈 41 不整脈及び伝導障害 41
近視・遠視・老眼 39.1 屈折及び調節の障害 39.1
前立腺肥大症 35.3 前立腺肥大（症） 35.3
狭心症 32.3 狭心症 32.3
正常妊娠・産じょくの管理 27.9 正常妊娠・産じょくの管理 27.9
心不全 24.8 心不全 24.8
便秘 24.2 便秘 24.2

頭痛（片頭痛） 19.9
片頭痛及びその他の頭痛症候群 13.4
頭痛 6.5

末梢神経障害 17.2 神経，神経根及び神経そうの障害 17.2
難聴 17.1 難聴 17.1
頚腕症候群 17 頚腕症候群 17
更年期障害 16.8 閉経期及びその他の閉経周辺期障害 16.8

慢性肝炎（肝硬変、ウイルス
性肝炎）

15.3
慢性肝炎（アルコール性のものを除く） 6.2
Ｃ型ウイルス性肝炎 5
Ｂ型ウイルス性肝炎 4.1

貧血 12.3
鉄欠乏性貧血 8.8
その他の貧血 3.5

乳房の疾患 10.5 乳房の障害 10.5
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傷病名
推計外来
患者数

内訳の傷病名
推計外来
患者数

高血圧 590.1 本態性（原発性）高血圧（症） 590.1

腰痛症 417.5

脊椎障害（脊椎症を含む） 266.5
椎間板障害 75
腰痛症及び坐骨神経痛 46.3
その他の脊柱障害 29.7

関節症（関節リ
ウマチ、脱臼）

299.4
関節症 195.9
関節リウマチ 31.7
脱臼，捻挫及びストレイン 71.8

かぜ・感冒 230.3

その他の急性上気道感染症 71.3
急性気管支炎 46.4
急性咽頭炎及び急性扁桃炎 44.9
急性副鼻腔炎 24.8
慢性副鼻腔炎 24.1
急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞ 18.8

皮膚の疾患 221.6

その他の皮膚炎及び湿疹 59.9
アトピー性皮膚炎 53.5

皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス性疾患 36.6

接触皮膚炎 27
ざ瘡＜アクネ＞ 25.1
じんま疹 22.5
皮膚糸状菌症 22.2
皮膚及び皮下組織の感染症 19.2
帯状疱疹 11.4

糖尿病 210
２型糖尿病 135.8
その他の糖尿病 74.2

外傷 199.1
その他の明示された部位，部位不明及び多部位の損傷 82.5

肩の傷害＜損傷＞ 76.1
軟部組織障害 40.5

脂質異常症 153.4 脂質異常症 153.4

下痢・胃腸炎 124.9

胃炎及び十二指腸炎 60.2
その他の食道，胃及び十二指腸の疾患 29.6
感染症と推定される下痢及び胃腸炎 17.6
その他の胃腸の疾患 17.5

慢性腎臓病 124.5 慢性腎臓病 124.5

がん 109.2

乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ 34.9

前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞ 20.9

結腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 18.6

気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞ 18.6

胃の悪性新生物＜腫瘍＞ 16.2

喘息・COPD 105.5
喘息 89.9
慢性閉塞性肺疾患 15.6

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000032211984&fileKind=1


(2) ２号機能の有無及びその内容

ⅰ 通常の診療時間外の診療

＜具体的な機能＞
・ 通常の診療時間以外の時間に診療を行う機能

＜当該機能に係る報告事項＞
① 自院又は連携による通常の診療時間外の診療体制の確保状況（在宅当番医制・休日夜間急患センター等に参加、自院の連絡先を渡して
随時対応、自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して随時対応等）、連携して確保する場合は連携医療機関の名称

② 自院における時間外対応加算１～４の届出状況、時間外加算、深夜加算、休日加算の算定状況

→ ①・②の報告事項のいずれかがある場合は「当該機能有り」

ⅱ 入退院時の支援

＜具体的な機能＞
・ 在宅患者の後方支援病床を確保し、地域の退院ルールや地域連携クリティカルパスに参加し、入退院時に情報共有・共同指導を行う機能

＜当該機能に係る報告事項＞
① 自院又は連携による後方支援病床の確保状況、連携して確保する場合は連携医療機関の名称
② 自院における入院時の情報共有の診療報酬項目の算定状況
③ 自院における地域の退院ルールや地域連携クリティカルパスへの参加状況
④ 自院における退院時の情報共有・共同指導の診療報酬項目の算定状況
⑤ 特定機能病院・地域医療支援病院・紹介受診重点医療機関から紹介状により紹介を受けた外来患者数

→ ①～⑤の報告事項のいずれかがある場合は「当該機能有り」

ⅲ 在宅医療の提供

＜具体的な機能＞
・ 在宅医療を提供する機能

＜当該機能に係る報告事項＞
① 自院又は連携による在宅医療を提供する体制の確保状況（自院で日中のみ、自院で24時間対応、自院での一定の対応に加えて連携して
24時間対応等）、連携して確保する場合は連携医療機関の名称

② 自院における訪問診療・往診・訪問看護の診療報酬項目の算定状況
③ 自院における訪問看護指示料の算定状況
④ 自院における在宅看取りの実施状況

→ ①～④の報告事項のいずれかがある場合は「当該機能有り」 5

報告を求めるかかりつけ医機能の内容（案）②



ⅳ 介護サービス等と連携した医療提供

＜具体的な機能＞
・ 介護サービス等の事業者と連携して医療を提供する機能

＜当該機能に係る報告事項＞
① 介護サービス等の事業者と連携して医療を提供する体制の確保状況（主治医意見書の作成、地域ケア会議・サービス担当者会議等への
参加、ケアマネと相談機会設定等）

② ケアマネへの情報共有・指導の診療報酬項目の算定状況
③ 介護保険施設等における医療の提供状況（協力医療機関となっている施設の名称）
④ 地域の医療介護情報共有システムの参加・活用状況
⑤ ＡＣＰの実施状況

→ ①～⑤の報告事項のいずれかがある場合は「当該機能有り」

(3) その他の報告事項

・ 健診、予防接種、地域活動（学校医、産業医、警察業務等）、学生・研修医・リカレント教育等の教育活動 等

・ (1)１号機能及び(2)２号機能の報告で「当該機能有り」と現時点でならない場合は、今後担う意向の有無

6

報告を求めるかかりつけ医機能の内容（案）③



7

（参考）



かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた基本的な考え方（案）

○ 複数の慢性疾患、認知症、医療･介護の複合ニーズ等をかかえる高齢者が増加する一方、医療従事者のマンパワーの
制約があり、医療従事者の働き方改革を推進する中で、地域の医療機関等や多職種が機能や専門性に応じて連携して、
効率的に質の高い医療を提供し、フリーアクセスのもと､必要なときに必要な医療を受けられる体制を確保することが重要
ではないか。

○ このため、かかりつけ医機能報告及び医療機能情報提供制度により、

・ 「かかりつけ医機能を有する医療機関」及び当該医療機関のかかりつけ医機能の内容について、国民・患者に情報提
供し、明確化することによって、国民・患者のより適切な医療機関の選択に資することが重要ではないか。

・ また、「かかりつけ医機能を有する医療機関」及び当該医療機関のかかりつけ医機能の内容や今後担う意向について、
地域の協議の場に報告し、地域での確保状況を確認して、地域で不足する機能を確保する方策（プライマリケア研修や
在宅医療研修等の充実、夜間・休日対応の調整、在宅患者の24時間対応の調整、後方支援病床の確保、地域の退院
ルール等の調整、地域医療連携推進法人制度の活用等）を検討・実施することによって、地域医療の質の向上を図る
ことが重要ではないか。

・ その際、地域性を踏まえた多様な「かかりつけ医機能を有する医療機関」のモデルの提示を行い、地域で不足する機
能の確保のため、各医療機関が機能や専門性に応じて連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化するよ
うに促すことが重要ではないか。

○ 「地域における協議の場」でのかかりつけ医機能に関する協議について、特に在宅医療や介護連携等の協議に当たっ
て、市町村単位や日常生活圏域単位での協議や市町村の積極的な関与・役割が重要ではないか。

○ かかりつけ医機能が発揮されるための基盤整備として、かかりつけ医機能の確保に向けた医師の教育や研修を充実し
て、患者の生活背景等も踏まえて幅広い診療領域の全人的な診療を行う医師の増加を促していくことが重要ではないか。

○ 地域におけるかかりつけ医機能の実装に向けて、在宅医療・介護連携推進事業による相談支援や在宅医療研修等の
取組、地域医療連携推進法人等による病院や診療所等の連携確保、複数医師による診療所、複数診療所でのグループ
診療等の推進、都道府県・市町村職員の研修等を充実していくことが重要ではないか。また、医療DXによる医療機関間
の情報共有基盤の整備等に取り組むことが重要ではないか。

令和６年４月12日「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」資料
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(1) １号機能 「継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能」
の有無及びその内容

＜具体的な機能＞
・ 継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療を行うとともに、継続的な医療を要する者に対する日常的な診療において、患者の生活
背景を把握し、適切な診療及び保健指導を行い、自己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と協力して解決策を提
供する機能
※ 平成25年８月の日本医師会・四病院団体協議会合同提言「かかりつけ医は、日常行う診療においては、患者の生活背景を把握し、適切な診療及び保健指導を行い、自己の専門性を超
えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と協力して解決策を提供する。」

＜当該機能に係る報告事項＞

＜上記以外の報告事項＞
① 医師数、外来の看護師数、専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了看護師数
② かかりつけ医機能に関する研修の修了者数、総合診療専門医数
③ 全国医療情報プラットフォームに参加・活用する体制※４を有していること

※４ オンライン資格確認を行う体制、オンライン資格確認等システムの活用により診療情報等を診察室等で閲覧・活用できる体制、電子処方箋により処方箋を発行できる体制、電子
カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制

④ 全国医療情報プラットフォームの参加・活用状況、服薬の一元管理の実施状況

かかりつけ医機能報告について（案）①
１．報告を求めるかかりつけ医機能の内容

【案１】
○ 一定以上の症状※に対して一次診療を行うことができること （35項目の症状※ごとの対応可能の有無も報告）

※ 「臨床研修の到達目標」（厚生労働省通知）における「経験すべき症状・病態・疾患」の「頻度の高い症状」（35項目）のうち、必修項目（下線の20項目）以上
全身倦怠感、不眠、食欲不振、体重減少・体重増加、浮腫、リンパ節腫脹、発疹、黄疸、発熱、頭痛、めまい、失神、けいれん発作、視力障害・視野狭窄、結膜の充血、聴覚

障害、鼻出血、嗄声、胸痛、動悸、呼吸困難、咳・痰、嘔気・嘔吐、胸やけ、嚥下困難、腹痛、便通異常（下痢、便秘）、腰痛、関節痛、歩行障害、四肢のしびれ、血尿、排尿障害
（尿失禁・排尿困難）、尿量異常、不安・抑うつ

→ 「可」の報告の場合は「１号機能を有する医療機関」として、２号機能の報告を行う。

【案２】
① 「具体的な機能」を有すること及び「報告事項」について院内掲示により公表していること
② かかりつけ医機能に関する研修※１の修了者がいること 又は 総合診療専門医がいること （左記の人数も報告）

※１ かかりつけ医機能に関する研修の要件を設定して、該当する研修を示す

③ 17の診療領域※２ごとの一次診療の対応可能の有無、いずれかの診療領域について一次診療を行うことができること 【別案：案１の35項目の症状】
※２ 皮膚・形成外科領域、神経・脳血管領域、精神科・神経科領域、眼領域、耳鼻咽喉領域、呼吸器領域、消化器系領域、肝・胆道・膵臓領域、循環器系領域、腎・泌尿器系領域、

産科領域、婦人科領域、乳腺領域、内分泌・代謝・栄養領域、血液・免疫系領域、筋・骨格系及び外傷領域、小児領域

④ 17の診療領域※２ごとの患者からの相談の対応可能の有無、いずれかの診療領域について患者からの相談に応じることができること 【別案：案１の
35項目の症状】
→ ①～④のいずれも「可」の報告の場合は「１号機能を有する医療機関」として、２号機能の報告を行う。

【案３】
① 「具体的な機能」を有すること及び「報告事項」について院内掲示により公表していること
② かかりつけ医機能に関する研修※１の修了者の有無、受講者の有無、総合診療専門医の有無 （左記の人数も報告）

※１ かかりつけ医機能に関する研修の要件を設定して、該当する研修を示す

→ ①が「可」の報告で、②を報告している場合は「１号機能を有する医療機関」として、２号機能の報告を行う。

令和6年5月24日「かかりつけ医機能が発揮
される制度の施行に関する分科会」資料
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(2) ２号機能の有無及びその内容

ⅰ 通常の診療時間外の診療

＜具体的な機能＞
・ 通常の診療時間以外の時間に診療を行う機能

＜当該機能に係る報告事項＞
① 自院又は連携による通常の診療時間外の診療体制の確保状況（在宅当番医制・休日夜間急患センター等に参加、自院の連絡先を渡して
随時対応、自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して随時対応等）、連携して確保する場合は連携医療機関の名称

② 自院における時間外対応加算１～４の届出状況・算定状況

→ ①・②の報告事項のいずれかがある場合は「当該機能有り」

ⅱ 入退院時の支援

＜具体的な機能＞
・ 在宅患者の後方支援病床を確保し、地域の退院ルールや地域連携クリティカルパスに参加し、入退院時に情報共有・共同指導を行う機能

＜当該機能に係る報告事項＞
① 自院又は連携による後方支援病床の確保状況、連携して確保する場合は連携医療機関の名称
② 自院における入院時の情報共有の診療報酬項目の算定状況
③ 自院における地域の退院ルールや地域連携クリティカルパスへの参加状況
④ 自院における退院時の情報共有・共同指導の診療報酬項目の算定状況
⑤ 特定機能病院・地域医療支援病院・紹介受診重点医療機関から紹介状により紹介を受けた外来患者数

→ ①～⑤の報告事項のいずれかがある場合は「当該機能有り」

ⅲ 在宅医療の提供

＜具体的な機能＞
・ 在宅医療を提供する機能

＜当該機能に係る報告事項＞
① 自院又は連携による在宅医療を提供する体制の確保状況（自院で日中のみ、自院で24時間対応、自院での一定の対応に加えて連携して
24時間対応等）、連携して確保する場合は連携医療機関の名称

② 自院における訪問診療・往診・訪問看護の診療報酬項目の算定状況
③ 自院における訪問看護指示料の算定状況
④ 自院における在宅看取りの実施状況

→ ①～④の報告事項のいずれかがある場合は「当該機能有り」

かかりつけ医機能報告について（案）② 令和6年5月24日「かかりつけ医機能が発揮
される制度の施行に関する分科会」資料
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ⅳ 介護サービス等と連携した医療提供

＜具体的な機能＞
・ 介護サービス等の事業者と連携して医療を提供する機能

＜当該機能に係る報告事項＞
① 介護サービス等の事業者と連携して医療を提供する体制の確保状況（主治医意見書の作成、地域ケア会議・サービス担当者会議等への
参加、ケアマネと相談機会設定等）

② ケアマネへの情報共有・指導の診療報酬項目の算定状況
③ 介護保険施設等における医療の提供状況（協力医療機関となっている施設の名称）
④ 地域の医療介護情報共有システムの参加・活用状況
⑤ ＡＣＰの実施状況

→ ①～⑤の報告事項のいずれかがある場合は「当該機能有り」

(3) その他の報告事項

・ 健康相談、健診、予防接種、地域活動（学校医、産業医、警察業務等）、学生・研修医・リカレント教育等の教育活動 等

・ (1)１号機能及び(2)２号機能の報告で「当該機能有り」と現時点でならない場合は、今後担う意向の有無

かかりつけ医機能報告について（案）③

・ 特定機能病院及び歯科医療機関を除く、病院・診療所

２．かかりつけ医機能報告の報告を行う対象医療機関

・ 都道府県は、２号機能で「当該機能有り」の報告をした医療機関について、「報告事項」で体制を有することを確認する。必要な場合は担当者等の
体制を確認する。

３．かかりつけ医機能報告の２号機能の体制の確認

４．かかりつけ医機能報告に関する公表

・ 都道府県は、以下について公表を行う。
・ １号機能及び２号機能について医療機関から報告された事項
・ ２号機能の体制の確認結果
・ 地域の協議の場で協議を行った結果

※ 次回以降の分科会で、医療機能情報提供制度による患者にとって分かりやすい公表のあり方について検討

令和6年5月24日「かかりつけ医機能が発揮
される制度の施行に関する分科会」資料
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◆ かかりつけ医機能が発揮される制度整備

今後の高齢者人口の更なる増加と人口減少を見据え、かかりつけ医機能が発揮される制度整備は不可欠であり、その早急
な実現に向けて、以下に整理した基本的な考え方のもとで、必要な措置を講ずるべきである。その際には、国民・患者から見
て、一人ひとりが受ける医療サービスの質の向上につながるものとする必要がある。

また、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を進めるにあたっては、医療従事者、特に医師の育成やキャリアパスの在り
方について、大規模病院の果たす役割も含めて検討すべきである。さらに、必要なときに迅速に必要な医療を受けられるフ
リーアクセスの考え方のもとで、地域包括ケアの中で、地域のそれぞれの医療機関が地域の実情に応じて、その機能や専門
性に応じて連携しつつ、かかりつけ医機能を発揮するよう促すべきである。

かかりつけ医機能の定義については、現行の医療法施行規則に規定されている「身近な地域における日常的な医療の
提供や健康管理に関する相談等を行う機能」をベースに検討すべきである。

こうした機能の一つとして、日常的に高い頻度で発生する疾患・症状について幅広く対応し、オンライン資格確認も活用し
て患者の情報を一元的に把握し、日常的な医学管理や健康管理の相談を総合的・継続的に行うことが考えられる。その
ほか、例えば、休日・夜間の対応、他の医療機関への紹介・逆紹介、在宅医療、介護施設との連携などが考えられる。

このため、医療機関が担うかかりつけ医機能の内容の強化・向上を図ることが重要と考えられる。また、これらの機能につ
いて、複数の医療機関が緊密に連携して実施することや、その際、地域医療連携推進法人の活用も考えられる。

かかりつけ医機能の活用については、医療機関、患者それぞれの手挙げ方式、すなわち、患者がかかりつけ医機能を担
う医療機関を選択できる方式とすることが考えられる。そのため、医療機能情報提供制度を拡充することで、医療機関は自
らのかかりつけ医機能に関する情報について住民に分かりやすく提供するとともに、医療機関が自ら有するかかりつけ医
機能を都道府県に報告する制度を創設することで、都道府県が上記の機能の充足状況を把握できるようにすることが考え
られる。また、医師により継続的な管理が必要と判断される患者に対して、医療機関がかかりつけ医機能として提供する医
療の内容を書面交付などにより説明することが重要である。

特に高齢者については、幅広い診療・相談に加え、在宅医療、介護との連携に対するニーズが高いことを踏まえ、これら
のかかりつけ医機能をあわせもつ医療機関を都道府県が確認・公表できるようにすることが重要である。同時に、かかりつ
け医機能を持つ医療機関を患者が的確に認識できるような仕組みを整備すべきである。

地域全体で必要な医療が必要なときに提供できる体制が構築できるよう、都道府県が把握した情報に基づいて、地域の
関係者が、その地域のかかりつけ医機能に対する改善点を協議する仕組みを導入すべきである。

これらの枠組みが導入された後、国民一人ひとりのニーズを満たすかかりつけ医機能が実現するまでには、各医療機関、各
地域の取組が必要であり、今回の制度整備はそれに向けた第一歩と捉えるべきである。

「全世代型社会保障構築会議報告書」（令和４年12月16日）
参考

令和6年5月24日「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」資料
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① 地域医療構想については、新型コロナ禍で顕在化した課題も含めて中・長期的課題を整理し、以下の取組について検討を
深めることが必要である。
・ 現在は 2025年までの取組となっているが、病院のみならずかかりつけ医機能や在宅医療等を対象に取り込み、議論を進
めた上で、慢性疾患を有する高齢者の増加や生産年齢人口の減少が加速していく 2040年頃までを視野に入れてバージョ
ンアップを行う必要がある。

・ このため、「治す医療」を担う医療機関と「治し、支える医療」を担う医療機関の役割分担を明確化するとともに、これまでの
地域医療構想による病床の機能の分化及び連携の推進（急性期～回復期～慢性期）に加え、在宅を中心に入退院を繰り
返し、最後は看取りを要する高齢者を支えるため、かかりつけ医機能を有する医療機関を中心とした患者に身近な地域で
の医療・介護の「水平的連携」を推進し、「地域完結型」の医療・介護提供体制を構築する。

・ こうした基本的考え方を実現するための改革として、①かかりつけ医機能が発揮される制度整備や、②医療法人制度の見
直し（医療法人の経営情報データベース構築、地域医療連携推進法人の活用促進、認定医療法人制度の継続）を行う。

③ かかりつけ医機能報告制度の創設による機能の充実・強化
○ かかりつけ医機能には、身近な地域における日常的な医療の提供に関する多様な機能が含まれるが、今後、高齢者の更
なる増加と生産年齢人口の急減が見込まれる中で、医療資源には限りがあることを踏まえ、地域によって大きく異なる人口
構造の変化に対応して、地域ごとに必要なかかりつけ医機能を適切に確保していく必要がある。

○特に、在宅を中心に入退院を繰り返し、最後は看取りを要する高齢者が今後更に増加すると考えられ、こうした高齢者につ
いては、以下のようなニーズがあると考えられる。
・持病(慢性疾患)の継続的な医学管理
・日常的によくある疾患への幅広い対応
・入退院時の支援
・休日・夜間の対応
・在宅医療
・介護サービス等との連携

○ こうしたニーズに対応する機能を確保していくため、かかりつけ医機能報告制度を新たに創設し、必要なかかりつけ医機能
の充実・強化を図る仕組みを導入することとしてはどうか。

○ 具体的には、医療機関は前記ニーズに対応する機能やそれを今後担う意向等を都道府県に報告し（連携して機能を提供す
る場合には連携する医療機関も報告）、この報告に基づき、都道府県は、地域における機能の充足状況や、これらの機能を
あわせもつ医療機関を確認・公表した上で、医療関係者や医療保険者等が参画する地域の協議の場で不足する機能を強
化する具体的方策を検討し、結果を公表すべきではないか。その際には、多様な全ての機能を一人の医師・一つの医療機
関だけで担うことは現実的ではなく、個々の医療機関の機能強化に加え、医療機関の適切な連携を通じて、機能の充実強
化を図ることが重要である。また、強化された機能については、医療機能情報提供制度において随時反映し、国民・患者に
分かりやすく提供すべきではないか。

「医療提供体制の改革に関する意見」 （令和４年12月28日 社会保障審議会医療部会）

参考
令和6年5月24日「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」資料
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かかりつけ医の定義と機能（日本医師会・四病院団体協議会）

出典：「医療提供体制のあり方」日本医師会・四病院団体協議会合同提言（平成25年8月8日）

「かかりつけ医」とは（定義）

なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要なときには専門医、専門医療機関を紹介でき、
身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師。

「かかりつけ医機能」

⚫ かかりつけ医は、日常行う診療においては、患者の生活背景を把握し、適切な診療及び保健指導を行い、自
己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と協力して解決策を提供する。

⚫ かかりつけ医は、自己の診療時間外も患者にとって最善の医療が継続されるよう、地域の医師、医療機関等と
必要な情報を共有し、お互いに協力して休日や夜間も患者に対応できる体制を構築する。

⚫ かかりつけ医は、日常行う診療のほかに、地域住民との信頼関係を構築し、健康相談、健診・がん検診、母子
保健、学校保健、産業保健、地域保健等の地域における医療を取り巻く社会的活動、行政活動に積極的に参
加するとともに保健・介護・福祉関係者との連携を行う。また、地域の高齢者が少しでも長く地域で生活できる
よう在宅医療を推進する。

⚫ 患者や家族に対して、医療に関する適切かつわかりやすい情報の提供を行う。

第8次医療計画等に関する検討会（令和4年9月9日） 資料（一部修正）

2.1. かかりつけ医の定義

「かかりつけ医」は、以下の定義を理解し、「かかりつけ医機能」の向上に努めている医師であり、病院
の医師か、診療所の医師か、あるいはどの診療科かを問うものではない。そして、かかりつけ医は、患者
のもっとも身近で頼りになる医師として、自ら積極的にその機能を果たしていく。

参考
令和6年5月24日「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」資料
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かかりつけ医機能が発揮される制度整備

趣旨

（１）医療機能情報提供制度の刷新（令和６年４月施行）
• かかりつけ医機能（「 身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能」と定義）
を十分に理解した上で、自ら適切に医療機関を選択できるよう、医療機能情報提供制度による国民・患者への情報提供の充
実・強化を図る。

（２）かかりつけ医機能報告の創設（令和７年４月施行）
• 慢性疾患を有する高齢者その他の継続的に医療を必要とする者を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能（①日常的な診
療の総合的・継続的実施、②在宅医療の提供、③介護サービス等との連携など）について、各医療機関から都道府県知事に報
告を求めることとする。

• 都道府県知事は、報告をした医療機関が、かかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域
の関係者との協議の場に報告するとともに、公表する。

• 都道府県知事は、外来医療に関する地域の関係者との協議の場で、必要な機能を確保する具体的方策を検討・公表する。

（３）患者に対する説明（令和７年４月施行）
• 都道府県知事による（２）の確認を受けた医療機関は、慢性疾患を有する高齢者に在宅医療を提供する場合など外来医療で説
明が特に必要な場合であって、患者が希望する場合に、かかりつけ医機能として提供する医療の内容について電磁的方法又は
書面交付により説明するよう努める。

➢ かかりつけ医機能については、これまで医療機能情報提供制度における国民・患者への情報提供や診療報酬における評価を中
心に取り組まれてきた。一方で、医療計画等の医療提供体制に関する取組はこれまで行われていない。

➢ 今後、複数の慢性疾患や医療と介護の複合ニーズを有することが多い高齢者の更なる増加と生産年齢人口の急減が見込まれる
中、地域によって大きく異なる人口構造の変化に対応して、「治す医療」から「治し、支える医療」を実現していくためには、
これまでの地域医療構想や地域包括ケアの取組に加え、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を進める必要がある。

➢ その際には、国民・患者から見て、一人ひとりが受ける医療サービスの質の向上につながるものとする必要があることから、
• 国民・患者が、そのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるための情報提供を強化し、
• 地域の実情に応じて、各医療機関が機能や専門性に応じて連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化する

ことで、地域において必要なかかりつけ医機能を確保するための制度整備を行う。

概要

令和５年9月29日 第102回社会保障審議会医療部会 資料１
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➢ 慢性疾患を有する高齢者等を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について、医療機関から都
道府県知事に報告を行う。（詳細は、今後、有識者等の参画を得て検討。）

【報告対象となる医療機関】
○ 地域におけるかかりつけ医機能を確保するために必要な病院又は診療所として厚生労働省令で定めるもの
※ 無床診療所を含む。（詳細は、今後、有識者等の参画を得て検討。）

【報告事項】
○ かかりつけ医機能のうち、以下の機能の有無及びその内容（詳細は、今後、有識者等の参画を得て検討）
①：継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常的な診療を総合的かつ継続的
に行う機能（厚生労働省令で定めるものに限る）

②：①を有する場合は、⑴通常の診療時間外の診療、⑵入退院時の支援、⑶在宅医療の提供、⑷介護サービス等
と連携した医療提供、⑸その他厚生労働省令で定める機能（⑴～⑷は厚生労働省令で定めるものに限る）
・連携して②の機能を確保している場合は連携医療機関の名称及びその連携の内容

➢ 都道府県知事は、②の機能を有する報告をした医療機関がその機能の確保に係る体制として厚生労働
省令で定める要件に該当するものを有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の
場に報告するとともに、厚生労働省令で定めるところにより公表する。

➢ 都道府県知事は、医療関係者や医療保険者などが参加する外来医療に関する地域の協議の場において、
地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討し、結果を取りまとめて公表する。

➢ 慢性疾患を有する高齢者その他の継続的な医療を要する者に対するかかりつけ医機能を地域で確保・
強化するための仕組みを整備する。

かかりつけ医機能報告の創設
令和５年9月29日 第102回社会保障審議会医療部会 資料１
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